
住宅

自

立

支

援

医

療

（

育

成

医

療

）

自

立

支

援

医

療

（

更

生

医

療

）

自

立

支

援

医

療

（

精

神

通

院

医

療

）

福

祉

医

療

制

度

日

常

生

活

用

具

の

給

付

・

貸

与

小

児

慢

性

特

定

疾

病

児

日

常

生

活

用

具

給

付

補

装

具

の

交

付

と

修

理

難

聴

児

補

聴

器

給

付

事

業

居

宅

介

護

（

ホ

ー

ム

ヘ

ル

プ

）

行

動

援

護

同

行

援

護

重

度

訪

問

介

護

重

度

障

害

者

等

包

括

支

援

訪

問

入

浴

事

業

児

童

発

達

支

援

放

課

後

等

デ

イ

サ

ー

ビ

ス

医

療

型

児

童

発

達

支

援

保

育

所

等

訪

問

支

援

居

宅

訪

問

型

児

童

発

達

支

援

短

期

入

所

（

シ

ョ

ー

ト

ス

テ

イ

）

療

養

介

護

生

活

介

護

施

設

入

所

支

援

共

同

生

活

援

助
（

介

護

サ
ー

ビ

ス

包

括

型
）

自

立

訓

練
（

機

能

訓

練

・

生

活

訓

練
）

就

労

移

行

支

援

就

労

継

続

支

援

（

A

型

・

B

型

）

就

労

定

着

支

援

就

労

選

択

支

援

自

立

生

活

援

助

共

同

生

活

援

助
（

外

部

サ
ー

ビ

ス

利

用

型
）

住

宅

改

修

費

給

付

事

業

相

談

支

援

事

業

意

思

疎

通

支

援

事

業

日

中

一

時

支

援

事

業

運

賃

の

割

引

（

鉄

道

）

運

賃

の

割

引

（

国

内

航

空

）

バ

ス

の

運

賃

割

引

タ

ク

シ

ー

料

金

の

割

引

タ

ク

シ

ー

利

用

券

の

交

付

人

工

透

析

患

者

通

院

交

通

費

の

助

成

有

料

道

路

通

行

料

金

の

割

引

郵

便

に

よ

る

不

在

者

投

票

移

動

支

援

自

動

車

運

転

免

許

取

得

費

助

成

事

業

自

動

車

改

造

費

用

の

助

成

特

別

児

童

扶

養

手

当

障

害

児

福

祉

手

当

心

身

障

害

者

扶

養

共

済

制

度

児

童

扶

養

手

当

重

度

心

身

障

害

児

養

育

手

当

特

別

障

害

者

手

当

障

害

基

礎

年

金

所

得

税

お

よ

び

住

民

税

の

控

除

自
動
車
税
環
境
性
能
割
・
種
別
割
の
減
免

携

帯

電

話

基

本

料

金

使

用

料

の

割

引

1級 ○ ○ － ○ － ○ － － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○

2級 ○ ○ － ○ － ○ － － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○

3級 ○ ○ － ○ － ○ － － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － △ ○ △ ○ ○ ○ ○

4級 ○ ○ － △ － ○ － － － － △ △ △ ○ △ － △ ○ ○ ○ ○

5級 ○ ○ － △ － ○ － － － － △ △ △ ○ △ － △ ○ ○ ○

6級 ○ ○ － △ － ○ － － － － △ △ △ ○ △ － △ ○ ○ ○

2級 ○ ○ － ○ － △ － － ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○

3級 ○ ○ － ○ － ○ － － ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － △ △ ○ △ ○ ○ ○ ○

4級 ○ ○ － △ － △ － － ○ － △ △ △ ○ △ － △ △ ○ ○ ○

5級 ○ ○ － △ － ※ － － ○ － △ △ △ ○ △ － △ ○ ○ ○

6級 ○ ○ － △ － △ － － ○ － △ △ △ ○ △ － △ ○ ○ ○

3級 ○ ○ － ○ － ○ － － － － △ △ △ ○ ○ △ － △ ○ △ ○ △ ○

4級 ○ ○ － △ － ○ － － － － △ △ △ ○ △ － △ ○ ○

1級 ○ ○ － ○ － ○ － △ － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○

2級 ○ ○ － ○ － ○ － △ － － － △ △ △ ○ ○ △ ○ － ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○

3級 ○ ○ － ○ － ○ － △ － － － △ △ △ ○ ○ △ － ○ △ △ ○ △ ○ ○ ○

4級 ○ ○ － △ － ○ － － － － △ △ △ ○ △ － ○ △ ○ ○ ○

5級 ○ ○ － △ － ○ － － － － △ △ △ ○ △ － △ ○ ○ ○

6級 ○ ○ － △ － ○ － － － － △ △ △ ○ △ － △ ○ ○ ○

1級 ○ ○ － ○ － ○ － － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○

2級 ○ ○ － ○ － ○ － － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ － ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○

3級 ○ ○ － ○ － ○ － － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － △ ○ △ ○ ○ ○

4級 ○ ○ － △ － ○ － － － － △ △ △ ○ △ － △ ○ △ ○

－ ○ － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○

－ － － － △ △ △ ○ － ○ △ ○ △ △ ○ ○

1級 ○ － － － ○ △ △ ○ － △ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○

2級 ○ － － － ○ △ △ － △ △ △ △ ○ ○

3級 ○ － － － ○ △ △ － △ △ △ △ ○ ○

有 有 有 × 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 △ × × △ × × × × × × × × 有 × × × × × × × × × × × × × ×

有 有 有 有 有 有 有 有 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 有 有 有 × 有 × 有 ※ × × 有 × ×

25 24 24 16 27 30 25 26 20 20 20 20 20 32 21 21 21 21 21 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 34 27 27 32 11 12 12 12 13 13 13 15 32 33 33 17 17 18 18 18 17 16 15 10 16
　
歳
末
満
の
児
童

　
歳
以
上
の
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方

身
障
手
帳
４
～

６
級
の
場
合
は
　
歳
以
上
で
あ
る
こ
と

障
が
い
の
程
度
や
種
別
に
応
じ
た
条
件
に
よ
る

△
に
つ
い
て
は
、

聴
覚
障
害
が
該
当
。

※
の
欄
に
つ
い
て
は
、

平
衡
機
能
障
害
が
該
当
す
る

そ
の
他
難
病
の
方
、

児
童
は
条
件
あ
り

自
宅
で
の
入
浴
が
困
難
な
方

か
つ
筋
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー

患
者
ま
た
は
重
度
心
身
障
が
い
者

　
歳
以
上
の
方
は
障
害
支
援
区
分
２
以
上

　
歳
以
上
の
方
は
障
害
支
援
区
分
３
以
上

下
肢
・
体
幹
・
運
動
機
能
に
障
が
い
の
あ
る
者

障
が
い
の
あ
る
方
、

そ
の
保
護
者
、

そ
の
介
護
者

聴
覚
な
ど
に
障
が
い
が
あ
る
た
め
に
、

意
思
疎
通
に

支
障
が
あ
る
方

障
が
い
の
あ
る
方
で
日
中
一
時
的
に
見
守
り
を
要
す
る
方

身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者
ま
た
は
療
育
手
帳
所
持
者

満
　
歳
以
上
の
手
帳
（

身
体
・
療
育
・
精
神
）

保
持
者
と
そ
の
介
護
者

高
速
バ
ス
割
引
の
有
無
は

バ
ス
会
社
・
障
が
い
種
別
に
よ
り
異
な
る

身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者
ま
た
は
療
育
手
帳
所
持
者

※
精
神
保
健
福
祉
手
帳
所
持
者
も
該
当
に
な
る
場
合
が
あ
る

タ
ク
シ
ー

券
（

月
２
枚
）

交
付
ま
た
は
交
通
費
の
支
給

（

※
非
課
税
世
帯
は
月
４
枚
）

△
2
種
障
害
者
は
本
人
運
転
の
み

ま
た
は
秋
田
県
知
事
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者

障
が
い
の
あ
る
方
で
外
出
時
に
移
動
の
支
援
が
必
要
と
認
め
た
方

運
転
免
許
交
付
後
に
申
請

上
肢
・
下
肢
・
体
幹
に
障
が
い
の
あ
る
方

そ
の
他
同
程
度
の
障
が
い
を
有
す
る
方

そ
の
他
同
程
度
の
障
が
い
を
有
す
る
方

心
身
障
が
い
者
（

児
）

を
保
護
す
る
者
が
加
入

父
も
し
く
は
母
に
障
が
い
が
あ
る
場
合

　
歳
以
上
の
在
宅
重
度
障
が
い
者

障
が
い
者
本
人
も
し
く
は
そ
の
家
族

（

障
害
の
区
分
等
に
よ
り
該
当
範
囲
は
異
な
る
）

全
額
免
除

半
額
免
除
（
手
帳
所
持
者
が
世
帯
主
か
つ
契
約
者
の
場
合
）

療育
手帳 B

　　視覚障がい

所得制限
ぺ－ジ 15

障
害
支
援
区
分
５
以
上
の
方

障
害
支
援
区
分
３
以
上
の
方

障
害
支
援
区
分
４
以
上
の
方

障
害
支
援
区
分

２
以
上
の
方

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
対
象
と
な
ら
な
い
小
児
慢
性
特
定
疾
患
児

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
対
象
と
な
ら
な
い
程
度
の
障
が
い
児

障
害
支
援
区
分
１
以
上
の
方

所得に応じての負担

障
害
支
援
区
分

３
以
上
の
方

障
害
支
援
区
分
２
以
上
の
方

障
害
支
援
区
分
認
定
調
査
を
受
け
た
方

療
育
を
必
要
と
す
る
障
が
い
児

精神障害者
保健福祉手帳

障
害
支
援
区
分
４
以
上
の
方

障
害
支
援
区
分
６
以
上
の
方

療
育
を
必
要
と
す
る
障
が
い
児

療
育
を
必
要
と
す
る
障
が
い
児

備　　考

障
害
支
援
区
分
認
定
調
査
を
受
け
た
方

※
年
金
の
支
給
対
象
と
な
る
障
が
い
の
程
度
は
、

国
民
年
金
法
、

厚
生
年
金
保
険
法
で
別
に
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

国
民
年
金
係
又
は
社
会
保
険
事
務
所
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

障
害
支
援
区
分
認
定
調
査
を
受
け
た
方

障
害
支
援
区
分
認
定
調
査
を
受
け
た
方

障
害
支
援
区
分
認
定
調
査
を
受
け
た
方

障
害
支
援
区
分
認
定
調
査
を
受
け
た
方

療
育
を
必
要
と
す
る
障
が
い
児

療
育
を
必
要
と
す
る
障
が
い
児

　
身
体
障
害
者
手
帳

対
象
者
や
割
引
の
内
容
に
つ
い
て
は
各
電
話
会
社
に
よ
っ

て
異
な
る

聴覚・平衡機能障がい

音声・言語機能障がい

　
　肢体不自由
　(上肢・下肢・体幹)

内部障がい

A

障
害
支
援
区
分
認
定
調
査
を
受
け
た
方

障
害
支
援
区
分
１
以
上
の
方

　

医 療 日常生活用具・補装具・在宅サービス 生 活 行動範囲の拡大 手当・年金 税金・公共料金

N
H
K

放

送

受

信

料

の

免

除

・

減

免

施 設

障がい種別

障がい程度別該当事業一覧表 (△は一部該当)

18 18

65

5050
12

20

制 度


